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甲府市農業委員会４月定例総会議事録 

 

１．日  時  平成３１年４月２５日（木曜日）午後２時００分から午後３時０６分 

 

２．会  場  甲府市南公民館 

 

３．出席委員（18名） 

     会長・西名武洋  会長職務代理者・柿嶋 敦 

   【農業委員】 

1番 保坂 敬夫  2番 福島 昌之  3番 矢﨑 正勝    4番 米山 夫佐子 

5番 落合 洋子   6番 田中 由美  7番 土屋 三千雄  8番 長田 孝夫 

9番 菊島  建  10番 關野  登  11番 森  信二  12番 花形 満寛 

13番 末木 瑞夫 14番 土屋 正人  16番 小林 雅宗   17番 山本  一 

【最適化推進委員】 

2番 山本 光信  3番 平澤 友良   4番 望月 典雄   5番 埴原 久徳 

6番 栁澤  榮   7番 萩原 靖彦  8番 萩原  斉   9番 越石 和昭 

10番 市村 秀俊  11番 向山 章夫 13番 佐々木  茂隆 14番 渡邉 初男 

16番 佐野 勝紀  17番 米山 伸一   

 

４．欠席委員（1名） 

【農業委員】 

15番 萩原 爲仁 

  【最適化推進委員】 

1番 植田  泰 12番 齊藤 藤雄 15番 塚田 泰英 18番 深田 喜徳 

19番 小澤   博 

 

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

   事 務 局 長 青木  進 

農地係 係 長  斉藤 欣也 

    係 長 佐野 慶一 

主 事 一ノ瀬 匠 

   振興係 係 長 牧野 公治 

       技 師 井上 健洋 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 
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議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 平成３１年５月告示分農用地利用集積計画について 

 

 報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第４号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第５号 競・公売適格証明について（市街化区域届出） 

報告第６号 耕作土搬入届出について 

報告第７号 農地法第５条の規程による届出後の計画変更について 

報告第８号 農用地利用集積計画の解約について 

 

午後 2時 00 分 開会 

 

○事務局（斉藤係長） 

   それでは、平成 31年度 4月定例総会を始めます。 

本日の総会は、農業委員が定数 19 名中 18 名の出席により過半数を超えております

ので、農業委員会等に関する法律第 27条第 3項の規定により、この会議が成立してい

ることをご報告いたします。 

つづきまして、西名会長より ごあいさつ をいただきます。会長お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

《 西名会長 挨拶 略 》 

 

○事務局（斉藤係長） 

   ありがとうございました。それでは、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長

が議長を務め会議を進めて参ります。会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

   ただ今から、甲府市農業委員会 4 月定例総会を、農業委員会等に関する法律、並び

に甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参りますのでお願いします。 

   それでは最初に、4月定例総会の議事録署名委員ですが、議席の順番により 7番の土

屋三千雄委員と、8番の長田孝夫委員のお二人にお願いしたいと思います。 

それでは早速、議案の審議に入っていきたいと思います。議案第 1 号は農地法第 3

条の規定による許可申請についてです。事務局より説明してください。 
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○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の第 3 条許可申請は有償移転が 1 件、無償移転が 2 件ございまして、いずれも

第 3 条の資格要件を全て充たしております。議案書 1 ページ 1 番をご覧ください。申

請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりです。甲

運小入口交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・南面・西面は農地、北

面は宅地となっています。譲受人は譲渡人の○にあたり、譲渡人が○○となったこと

から、申請地を○○○○により持分割合の所有権を全て取得し、譲受人の○○○○○

○○○を図りたいとのことです。譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後

は計画面積が○○○㎡となり、申請地は引続き○○○○○を行う計画です。 

続きまして、議案書 2 番をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲

受人については、議案書記載のとおりです。大里町交差点から○○ｍほど○○に位置

する農地で、東面・西面・北面は宅地、南面は農地となっています。譲受人は譲渡人

の○にあたり、○○○○○○○○○○を行っているが、新たな農地購入を検討してい

たところ、申請地が立地条件に適していることから、取得し○○○○○○○したいと

のことです。譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後は計画面積が○○○

㎡となり、申請地は引続き野菜栽培を行う計画です。 

続きまして、議案書 3 番をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲

受人については、議案書記載のとおりです。白井河原橋南詰交差点から○○ｍほど○

○に位置する農地で、東面・南面･北面・西面は農地となっています。譲受人は○○○

○○○○○○○を行っているが、新たな農地購入を検討していたところ、申請地が立

地条件に適していることから、取得し○○○○○○○したいとのことです。譲受人の

現在の経営面積は○○㎡ですが、取得後は計画面積が○○○㎡となり、○○○○を行

う計画です。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。つぎに、地元委員さんから補足説明をお願いした

いと思います。1 番の案件は甲運地区です。森委員よりお願いします。 

○甲運地区委員（森委員） 

   １番の案件は事務局の説明通りで間違いありません。○○は一生懸命に○○○をや

っているので、もっと身が入って農業ができるという話も聞いています。ご審議のほ

ど、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。○○○○○○○○をして主体的にするという案件です。

つぎに、2番の案件は大里地区です。菊島委員よりお願いします。 

○大里地区委員（菊島委員） 

   大里の菊島です。2番の案件は、事務局の説明どおりです。借受人が前から作ってい

て、問題ないと思います。よろしくご審議をお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに、3番の案件は中道北地区です。土屋三千雄委員よ
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りお願いします。 

○中道北地区委員（土屋三千雄委員） 

   3番の案件ですが、譲渡人が○○になり譲受人と譲渡人は○○○○ということで、譲

受人は経営移譲したいということです。よろしくご審議の程お願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。地元委員から補足説明が終わりましたので、これより質

疑に入ります。皆様から質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、特に意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 1号に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

賛成多数ですので、この案件については決定し、許可書の交付をして参ります。 

   つぎに、議案第 2 号は農地法第 4 条の規定による許可申請についてです。事務局よ

り説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 4 条許可申請は 4 件でございます。議案書 2 ページの 1 番、地図は 1 ページ

の 4条№1をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記

載のとおりです。城南中通学路から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・北面は

宅地、南面・西面は農地となっています。農地区分は、第 1 種農地ですが不許可の例

外で、申請に係る土地周辺地域に居住する者の日常生活上必要な施設で、集落に接続

して設置されるものと判断しました。申請人は○○となり耕作地を○○○○○○○○

にいたところ、近隣企業からの要望を受け○○○が不足していることから、申請地を

○○○○○○に転用したいとのことです。転用後は、○○○○○○○○○○○○○○

○する予定です。 

続きまして、議案書 2番、地図は 2ページの 4条№2をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。環境センター西交差点か

ら○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・西面・北面は宅地、南面は農地となって

います。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は、昭和○○年以前より、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○として転用していたことから、今回始末

書添付による申請となります。 

続きまして、議案書 3ページの 3番、地図は 3ページの 4条№3をご覧ください。申

請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。白井交差点

から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・北面は農地、南面・西面は宅地となっ

ています。農地区分は、第２種農地と判断しました。申請人は、昭和○○年頃から許
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可を受けずに○○○○○○○○○○○○○○○○○○○し使用してきたことから、今

回始末書添付による申請となります。 

続きまして、議案書 4番、地図は 4ページの 4条№4をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。正清院から○○ｍほど○

○に位置する農地で、東面は宅地、南面・西面・北面は農地となっています。農地区

分は、第１種農地ですが、不許可の例外と判断しました。申請人は、○○○○○○○

○○○○○○○○○を中心に営農しているが、申請地の○○○○○○いることから○

○○、良質の耕作土を客土し耕作の効率化を図りたいとのことです。なお、一時転用

期間は 6月 1日から 3年間となります。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。つぎに、地元委員さんから補足説明をお願いした

いと思います。1 番、2番の案件は山城地区ですので、關野委員よりお願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

   私から 1 番と 2 番の案件について説明します。地図を見ていただければ分かるとお

り国道 358 号線の東側です。○○○○○○○のあるところです。○○○として貸して

いるところで、特に問題ないと思います。2番の案件は環境センターの西側にあたりま

す。農地調査で事務局から書類を見せていただき確認しましたが、実質的には昭和○

○年の売買というところですが、既に○○年が経過しています。本来であれば農地転

用の申請を取るべきところですが、止むを得ないと思います。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 3 番の案件は中道北地区ですので、土屋三千雄委

員よりお願いします。 

○中道北地区委員（土屋三千雄委員） 

   3番の案件は、住宅地図を見ていただくと分かりますが、私も気づかなかったことで

すが、屋敷をきれいにする方で、てっきり農地とは思いませんでした。始末書添付と

いうことで、まだこういう案件が○○○に多々あると思います。よろしくご審議の程

お願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 4 番の案件は中道北地区ですので、土屋正人委員

よりお願いします。 

○中道北地区委員（土屋正人委員） 

   4番の案件でございますが、事務局の説明どおりです。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。地元委員からひととおり補足説明が終わりました。始末

書添付という案件もありましたが、ひとつひとつこういう問題についても解決してい

くということです。これより質疑に入ります。皆様から質問や意見がありましたら挙

手をお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 
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○議長（西名会長） 

   それでは、意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 2号に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので、決定させていただきます。議案第 2 号のう

ち、1番の案件については 1,000㎡以上ですので、県農業会議へ許可相当ということで

諮問をして参ります。他の案件については 1,000 ㎡未満ですので、許可書の交付をし

て参ります。 

   つぎに、議案第 3 号は農地法第 5 条の規定による許可申請についてです。事務局よ

り説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

案内図の地図について 9ページにございます№3が、本来 7ページに印刷されなけれ

ばならないものでした。まことに申し訳ありません、謹んでお詫び申し上げます。 

それでは説明いたします。今月の 5 条許可申請は、所有権移転が 5 件、賃貸借が 40

件、計 45 件となります。議案書 4 ページの 1 番、地図は 5 ページの 5 条№1 をご覧く

ださい。申請地の所在・地目・面積・譲受人・譲渡人については、議案書記載のとお

りです。玉諸小学校前交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･西面・北面・

南面は宅地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は○○

○○○○○○○○○○○○○○しているが、申請地は立地条件に適しており需要が見

込まれるため、○○○○○○○○に転用したいとのことです。転用後は、○○○○○

○○○○○○する予定です。 

つづきまして、議案書 2番、地図は 6ページの 5条№2をご覧ください。申請地の所

在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。中道橋北交差

点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・北面・西面は農地、南面は雑種地と

なっています。農地区分は、第 1 種農地ですが、不許可の例外と判断しました。譲受

人は○○○○○○○しているが、競売物件であった隣接地を取得して、○○○○とし

て使用しているが、既存境界壁が申請地に飛び出していることが判明し、譲渡人と協

議した結果、譲り受けることとなり、経過理由書添付による敷地拡張として○○○○

に転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 3番、地図は 9ページの 5条№3をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・譲受人・譲渡人については、議案書記載のとおりです。雇用促進住宅東

交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･北面は宅地、南面は宅地及び道路、

西面は道路となっています。農地区分は、第 3 種農地と判断しました。譲受人は○○

○○○○○○○○○○○しているが、申請地は立地条件に適しており需要が見込まれ

るため、○○○○○○○○に転用したいとのことです。転用後は、○○○○○○○○
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○○する予定です。 

続きまして、議案書 5ページの 4番、地図は 7ページの 5条№4をご覧ください。申

請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。雇用

促進住宅西交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は農地及び宅地、南面

は宅地及び雑種地・西面・北面は道路となっています。農地区分は、第 2 種農地と判

断しました。譲受人は○○○○○○○○○○○○しているが、近年○○○○○○○○

○○○○○○○が不足し、土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に

適していることから、取得し○○○○に転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 5番、地図は 8ページの 5条№5をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。長昌院交差点から

○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・南面・北面は農地、西面は雑種地となって

います。農地区分は第 1 種農地ですが、不許可の例外と判断しました。譲受人は○○

○○○○○○を行っており、隣接地を○○○○○○○○として使用しているが、○○

○○に伴い土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していること

から、○○○○として取得し○○○○○○○に転用したいとのことです。転用後は、

○○○○○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 6 番、地図は 10 ページの 5 条№6 をご覧ください。申請地の所

在・地目・面積・賃貸人・賃借人については議案書記載のとおりです。中道橋南詰交

差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は農地、南面及び西面は雑種地、北

面は宅地及び農地となっています。農地区分は第１種農地ですが、不許可の例外と判

断しました。賃借人は○○○○○○○○○○○○しているが、同町内にて○○○○○

○○○○を実施することとなり、○○○○○○○○○○が一時的に必要となったため

土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、賃借

し○○○○として一時転用したいとのことです。なお、一時転用期間は、5 月 10 日か

ら 6ヶ月間となります。 

続きまして、次の案件は県許可の案件です。総会で許可相当となった場合、県に進

達という形を取り許可は県知事名となります。議案書 6ページの 7番から 19ページの

45 番は関連案件となります。地図は別紙 1 ページの 5 条№7 から 45 の申請一覧表と 2

ページ、3ページの申請箇所①番から⑩番の箇所をご覧ください。申請地の所在・地目・

面積・賃貸人・賃借人については、議案書記載のとおりです。中道橋北交差点から○

○km ほど西の範囲で、中町交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･南面･

西面･北面は、それぞれ農地または道路となっています。農地区分は第 1種農地ですが、

不許可の例外と判断しました。賃借人は○○○○○○○○○しているが、リニア中央

新幹線鉄道事業による○○○○を目的とした、○○○○○○○○○○○○○○○○に

伴う作業ヤードを必要とするため土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利

便性に適していることから、○○○○○○○○に一時転用したいとのことです。 な

お、転用期間は申請箇所毎に異なりますが、平成 31年 6月 1日から 10か月もしくは 1

年となります。以上でございます。  
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○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。最後の案件については、リニアの関連の一時転用

でございまして、大変資料などページ数が増えておりますがその関係です。つぎに、

地元委員さんから補足説明をお願いしたいと思います。1番の案件は玉諸地区ですので、

落合委員よりお願いします。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

   玉諸の落合です。よろしくお願いいたします。この案件は、地図をご覧になってい

ただければ分かるとおり、周りは全て宅地になっており耕作するのは無理な状況にな

っています。そこで○○○○ということで、何ら問題ないと思います。よろしくご審

議のほど、お願いいたします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 3 番、４番の案件は山城地区ですので、關野委員

よりお願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

   まず 3 番の案件ですが、地図を見てもらうと周辺は全て住宅に囲まれており○○○

○○○○○するということで、問題ないと考えております。4番については農振農用地

の除外案件で既に審議はされたものですが、申請どおりの内容ということで問題ない

と思います。以上です。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 5番、6番の案件は中道北地区ですので、土屋正人

委員よりお願いします。 

○中道北地区委員（土屋正人委員） 

   5番の案件ですが、元々○○○○○をやっていたのですが、隣接地が 3年、4年と荒

廃農地という状況の中で、畑の持主を自分で探し当て話をしたところ、畑を譲ってい

ただけるということになりました。6番の案件は○○○○○○○○に伴う○○○○○○

するために一時転用をしたいということです。以上です。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。つぎに 2 番と 7 番以降の案件は山城地区ですので、米山

委員よりお願いします。 

○山城地区委員（米山委員） 

   山城地区の米山です。よろしくお願いいたします。この案件は事務局の説明どおり

で特に問題ないと思います。よろしくご審議の程お願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。ひととおり地元委員から補足説明が終わりましたので、

これより質疑に入ります。皆様から質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

リニアの関係、○○○○の関係は既に中道地区でも事例があり、第 2 段です。農地
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の一時転用の関係は一段落のようです。今後、○○は市街地に入ってくることになり

ます。 

   それでは、意見も無いようですので、ここで採決をさせていただきます。 

議案第 3号に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので、この議案 3 号の案件については決定させて

いただきます。このうち 1,000 ㎡以下の案件については早速、許可書の交付をして参

ります。1,000㎡以上の案件については、先ほどと同じように県の農業会議に諮問して

参ります。 

   また、7番から 45番以降の案件については 20,000㎡以上の特殊な案件になりますの

で、事務局から説明のあったとおり県の許可となります。よろしくお願いいたします。 

   つぎに、関連がありますので報告第 1 号から第 7 号について、事務局より説明して

ください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 20ページをご覧ください。先

月の総会案件のうち、4条 5 条の申請について山梨県農業会議へ諮問をした結果、いず

れの案件も許可相当との答申を受けました。 

21 ページからは平成 31 年 3 月 19 日から平成 31 年 4 月 12 日までに受理しました相

続等の届出や市街化区域における各種の届出を掲載しております。なお、それぞれの

転用目的や農地の所在・届出人等につきましては、議案書に記載のとおりであり、受

理通知につきましては、事務局長の専決により交付済みとなっております。以上でご

ざいます。 

○議長（西名会長） 

ただいま、事務局から報告第 1 号から 7 号の説明がありましたが、報告事項ですの

で、ご了承願いたいと思います。 

つぎに、議案第 4号は平成 31年 5月告示分農用地利用集積計画についてですが、審

議に先だち、利用権設定の 16 番、17 番、32 番の案件は、菊島委員と土屋三千雄委員

が関係する案件ですので、農業委員会法第 31条の規程に基づく議事参与の制限により、

当該事案の審議の折には、ご退席をお願いします。また、審議終了後は、再びご着席

をお願いします。 

それでは議案第 4 号の内、利用権設定の 16 番、17 番、32 番を除く案件について事

務局より説明してください。また、関連がありますので報告第 8 号も併せて説明して

ください。 
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○事務局（井上技師） 

ご説明に先立ちまして、議案書の差替えと訂正があります。議案書 33ページの修正

版を、あらかじめ配布させていただきました。差替えしていただきますようお願いい

たします。また、議案書ついて 6点、修正させていただきます。 

議案書 37ページ、番号 7番、利用権を設定する者の○○○○○○の下に、○○○○

○○○○○○○甲府市○○○○○○○○を追加してください。38 ページ、番号 10 番、

利用権を設定する者の○○○○○○は認定新規就農者でありません。43 ページ、番号

23 番、地番○○○が Aと Bに分かれていますが、一筆で○○㎡です。47ページ、番号

34 番、35番の利用権を設定する者の○○○○○○○○○○○○○○○○に訂正、また、

番号 34 番の期間が 1 年、番号 35 番の面積を○○㎡に修正してください。49 ページ、

番号 39番、利用権設定を受ける者の住所が甲府市○○○○○○○○になっていますが、

○○○○○に訂正してください。56ページ、番号 54番の利用権設定を受ける者の○○

○○○○○○○○○○です。○○○○○の上に、○○○○、住所が甲府市○○○○○

○○○○です。お詫びして訂正いたします。 

それでは説明に入ります。今月は、新規設定 9 件、再設定 47 件、計 56 件の申出が

ありました。議案書 32ページの表は、新規設定です。相川・千代田・甲運・山城・中

道北・中道南地区からの申出がありまして、合計面積は 18,888 ㎡です。中段の表は、

平成 31年度の目標面積 115,900㎡に対し、設定面積は 54,844㎡となり、達成率は 47％

となります。 

続いて 33ページの表は、再設定です。相川・千代田・甲運・玉諸・二川・山城・中

道北・中道南地区からの申出がありまして、合計面積は 66,247 ㎡です。中段の表は、

平成 31年度の目標面積 290,000㎡に対し、設定面積は 96,124㎡となり、達成率は 33％

となります。 

34 ページ 1 番から 38 ページ 9 番までは新規設定、38 ページ 10 番から 48 ページ

36 番までは再設定、48 ページ 37 番から 57 ページ 56 番までは再設定の更新となっ

ています。補足説明が必要となる、新規就農者、法人の案件を読み上げさせていただ

きます。その他につきましては、記載のとおりとなっています。また 41ページ 16番、

41 ページ 17番、46ページ 32番は委員案件となっていますので、後ほど審議をお願い

します。 

それでは、36 ページ 5 番を説明します。新規就農者の案件となります。借り手・貸

し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載のとおりとなっ

ております。借り手は、年齢○○歳で平成○○年○月から平成○○年○月まで、○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を受講しまし

た。今回の○○○○○での就農を希望しています。営農に関しましては、農協出荷・

醸造メーカーへの直売で販路を確保していくとのことです。 

続いて 37 ページ 6 番を説明します。借り手につきましては、平成○○年○月○日

に設立しました。経営に関しては、主に○○○○○○○○○○を行い、直売や食品

卸会社を通じた販売を手がける精力的な事業展開をしています。○○○○を原料と
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した○○○○○○○○○が甲府の証の認証を受けています。 

続いて 43 ページ 22 番を説明します。借り手につきましては、平成○○年○月に○

○○○として体制を整え、同年○月に○○○○○○として発足しました。○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○など、精力的に事業を展開し

ております。○○○○○で構成されております。その他に繁忙期には農業従事者を 10

名雇用しています。 

続いて 45 ページ 28 番を説明します。借り手につきましては、平成○○年に○○○

○としての体裁を整え、平成○○年○月に○○○○○○として発足しました。○○○

○を拠点に○○○㎡を有し、主に○○○○○○○○○○しております。以上、全ての

案件の借り手の経営地は、利用権設定に必要な下限面積及び、農作業従事日数を超え

ており、耕作に供すべき農用地のすべてを効率的に利用しております。これらを踏ま

え、甲府市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適合していることか

ら、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項による借手の要件を満たしております。 

 引き続き 58 ページは、農用地利用集積計画の解約の報告です。5 件の解約となりま

す。解約の内容、理由につきましては、記載のとおりとなっております。解約の届け

が提出されましたので報告いたします。以上 41 ページ 16 番、41 ページ 17 番、46 ペ

ージ 32番を除く案件について説明終わります。 

○議長（西名会長） 

   事務局から説明が終わりました。ここで地元委員から説明が必要な案件がございま

す。所有権移転に対しまして新規就農者及び法人などが関係する案件もしくは特殊案

件について、原則説明をいただくことになっておりますので、地元委員さんから補足

説明をお願いいたします。まずは使用権設定 5 番の案件について、甲運地区の森委員

よりお願いします。 

○甲運地区委員（森委員） 

   この案件については、私の同級の○○○○が畑で倒れて亡くなりました。○○○も

勤め人で農業のことは分かりません。○○○○○○○という方が熱心な方で荒廃農地

にしないようにぶどうを作ってくれるということです。以上です。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。経過を含めて、○○で積極的に農業を展開する方だとい

うご説明です。つぎに、利用権設定 6 番の案件を、山城地区の關野委員からお願いし

ます。 

○山城地区委員（關野委員） 

   6番の案件については、事務局から説明のあったとおりです。○○○○を活用して事

業展開を行っています。今回は○○○○○ということで、地元委員としましても積極

的にサポートしていきたいと考えております。以上です。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。つぎに利用権設定の 22番の案件は、山城地区で私の担当

している案件でございます。○○○○○○の農家であればご存知のとおり、善光寺の
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方が育苗をしており、今回も引き続き契約更新ということでございます。あと 10ａ隣

地を借りていたのですが、相続が発生してしまい契約更新できないということで、相

続手続きが完了しましたら、改めて契約更新をしていくという内容です。よろしくお

願いいたします。 

   つぎに、利用権設定 28番の案件は、中道北地区ですので土屋三千雄委員からお願い

します。 

○中道北地区委員（土屋三千雄委員） 

   28 番の案件は、○○○○○○○○○○○があります。先般、事務局から謄本と約款

を用意するようにという連絡があったので、この○○の代表者に要請しております。4

月から正式にできると思います。よろしくご審議の程お願いします。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。ひととおり、説明が終りましたので、質疑に入ってまい

ります。皆さんからご意見等ありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

利用権設定の 16番、17番、32番を除く案件に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので、議案第 4号の内、利用権設定の 16番、17番、

32 番を除いた案件について決定させていただきます。なお、報告第 8 号については、

報告事項ですのでご了承いただきたいと思います。 

それではここで、菊島委員の退席をお願いします。 

 【 菊島委員 退席 】 

 

○議長（西名会長） 

   つづきまして、議案第 4号の内、利用権設定の 16番、17番の案件について審議いた

します。事務局から説明してください。 

○事務局（井上技師） 

   議案書は 41 ページ 16 番及び 17 番になります。借り手・貸し手及び、所在、地目、

面積、利用目的、貸借期間については、記載のとおりとなっております。以上です。 

○議長（西名会長） 

   事務局から説明がありました。委員さんは○○○○をしており、今回このような形

で引き続き契約更新をしていくということです。 

こちらについて皆様からご質問はありますか。 

≪ 質問・意見なし ≫ 
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○議長（西名会長） 

   それでは、意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

この案件にご賛成の方は挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。賛成多数ですので、決定して参ります。菊島委員はご着

席をお願いします。 

【 菊島委員 着席 】 

 

○議長（西名会長） 

つぎに、土屋三千雄委員の退席をお願いします。 

 【 土屋三千雄委員 退席 】 

 

○議長（西名会長） 

   つづきまして、議案第 4号の内、利用権設定の 32番の案件について審議いたします。 

   事務局から説明してください。 

○事務局（井上技師） 

   議案書は 46 ページ 32 番になります。借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利

用目的、貸借期間については、記載のとおりとなっております。以上です。 

○議長（西名会長） 

   事務局から説明がありました。こちらも委員さん自ら○○○○のためにお借りする

という案件です。 

こちらについても皆様からご質問はありますか。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   それでは、意見もないようですので、ここで採決をさせていただきます。 

この案件にご賛成の方は挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。賛成多数ですので、決定して参ります。土屋三千雄委員

はご着席をお願いします。 

【 土屋三千雄委員 着席 】 

 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。 

議案第 4号については、全ての審議を終了しました。 

以上をもちまして 4月定例総会を終了いたします。ご協力ありがとうございました。 

午後 3時 06 分 閉会 
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議事録署名委員                    ㊞ 


